
町の憲法
条　例

「
吉
原
地
域
活
性
化
委
員
会
設
置
条
例
」

�

賛
成
多
数
で
可
決

�

賛
成
14
・
反
対
１

【
賛
成
】　

堤
・
助
村
・
丸
山
・
吉
住
・
池
邊
・
牛
房
・
大
西
・
西
川
・
吉
田
・
稲
永
・
大
林
・

　
　
　
　

熊
本
・
二
宮
・
末
藤

【
反
対
】　

大
熊

　

平
成
９
年
に
締
結
さ
れ
た
吉

原
環
境
を
守
る
会
・
吉
原
町
内

会
・
水
鉛
町
内
会
と
の
浄
化
セ

ン
タ
ー
に
関
す
る
協
定
書
に
基

づ
き
、
吉
原
地
域
活
性
化
整
備

基
金
で
整
備
を
行
う
。

　

整
備
を
円
滑
に
推
進
す
る
た

め
、
委
員
を
委
嘱
す
る
。

　

活
性
化
基
金
は
、
平
成
９
年

度
か
ら
平
成
18
年
度
ま
で
、
10

年
間
毎
年
２
０
０
０
万
円
を
積

立
て
今
年
４
月
１
日
現
在
で
、

総
額
２
億
１
０
４
万
円
に
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
基
金
を
吉
原
地
域
活
性

化
に
向
け
、
有
効
活
用
す
る
た

め
に
必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
。

▲吉原地域の田園風景

建
設
常
任
委
員
会

�

全
員
賛
成
で
可
決

支
障
は
な
い
か
、

�

問
題
は
発
生
し
な
い
か
と
危
惧

　

委
員
会
審
査
を
行
う
に
あ
た
り
、
吉
原
地
域
・

農
区
・
町
内
会（
吉
原
・
水
鉛
）、
環
境
を
守
る
会

な
ど
の
方
々
に
、
支
障
は
な
い
か
、
問
題
が
発
生

し
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
執
行
部
と
協
議
。

　

協
定
書
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
が

お
こ
ら
な
い
よ
う
努
力
す
る
旨
の
回
答
を
得
た
。

　

条
文
の
中
で
、
言
葉
足
り
ず
の
箇
所
も
見
受
け
ら

れ
る
が
、
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規

則
で
定
め
る
と
な
っ
て
い
る
。
全
員
賛
成
で
可
決
。

条例概要
・委員会は委員15人以内で次に掲げる者
①吉原地域の住民　11人
②識見を有する者　１人
③�その他町長が必要と認めたもので組
織する。

・委員の任期は２年。
・�委員会の運営は、委員長が委員会に
諮る。
・�この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。
・条例は、公布の日から施行する。

主な議案
町
の
将
来
像
計
画
策
定

�

第
５
次
志
免
町
総
合
計
画

予
算
と
連
動
さ
せ
進
捗
状
況
を
知
ら
せ
る

�

賛
成
多
数
で
可
決

�

議
決
は
基
本
構
想
の
み　

賛
成
11
・
反
対
４

【
賛
成
】　

堤
・
助
村
・
丸
山
・
吉
住
・
牛
房
・
大
西
・
西
川
・
吉
田
・
熊
本
・

　
　
　
　

二
宮
・
末
藤

【
反
対
】　

大
熊
・
池
邊
・
稲
永
・
大
林

※連合審査
　案件の付託を受けた委員会が、他の関連する委員
会と合同で審査のための会議を開くこと。案件に対
する意志決定は、付託された委員会で行われる。

　

第
１
次
計
画
を
昭
和
46
年
に
策
定
、
そ
の
後

10
年
毎
に
計
画
が
立
て
ら
れ
、
第
４
次
が
22
年

度
で
終
了
と
な
る
。

　

第
５
次
は
23
年
度
か
ら
の
10
ヶ
年
の
町
の
方

向
性
を
定
め
る
。

　

計
画
は
、
基
本
構
想
・
基
本
計
画
・
実
施
計

画
の
３
層
で
構
成
。

　

こ
れ
迄
の
計
画
で
は
予
算
と
連
動
さ
れ
て
お

ら
ず
、
目
標
値
の
設
定
も
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
改
善
し
、
進
め
る
方
針
で
あ

る
こ
と
を
重
視
し
、
議
案
の
付
託
は
総
務
文
教

常
任
委
員
会
で
あ
る
が
、
３
常
任
委
員
会
で
連

合
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

総
務
文
教
委
員
会
で

　
　

一
部
修
正
を
行
い
�

全
員
賛
成
で
可
決

基
本
理
念
に「
議
会
」

　
　
　
　
　

と
い
う
文
言
を
加
筆

　

こ
の
計
画
は
志
免
町
の
将
来

都
市
像
の
実
現
に
向
け
て
の
指

針
と
な
る
も
の
で
、
研
究
会
に

は
住
民
約
30
人
が
参
画
、
町
民

意
識
調
査
、
中
学
生
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
も
行
わ
れ
、
一
年

を
か
け
策
定
さ
れ
た
。

　

委
員
会
で
は
、
連
合
審

査
時
の
意
見
、
質
疑
の
内

容
を
踏
ま
え
精
査
し
た
。

　

人
口
減
少
、
高
齢
化
、

緊
縮
財
政
な
ど
厳
し
い

行
政
運
営
の
中
で
、「
人
」

を
ま
ち
づ
く
り
の
根
幹

に
据
え
、
協
働
で
進
め

る
と
し
て
い
る
。

　

右
肩
上
が
り
の
拡
大

か
ら
縮
小
へ
時
代
が
変

化
し
、
施
策
論
議
も
厳

し
く
な
る
。

　

住
民
・
議
会
・
行
政
が
共
に

担
う
こ
と
が
大
事
と
の
観
点
か

ら
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

の
文
章
に
一
部「
議
会
」と
い
う

文
言
を
加
筆
し
た
。

▲連合審査の様子
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